
令和7年4月1日現在

役職 委員名

1 会長 樫　﨑　　　博

2 八王子商工会議所　副会頭 下　田　直　啓

3 伊　藤　則　久

4 安　藤　謙　治

5 細　谷　幸　男

6 守　屋　清　志

7 副会長 大　矢　恵　一

8 佐久間　　　寛

9

10 中　邑　仁　志

11 平　塚　裕　之

12 今　川　邦　洋

13 太　田　國　芳

14 八　木　忠　史

15 三　宅　能　彦

16 山　川　　　渉

17 加　藤　一　詞

18 小　澤　　　裕

19 山　路　　　直

20 清　水　　　亮

21 三　宅　勇　太

22 宮　本　雄　一

23 大　野　貴　史

24 四郎園　文　明

25 西　室　正　士

26 浜　田　丈　夫

27 神　田　康　裕

28 加　藤　髙　白

29 秋　間　利　久

30 尾　川　幸　次

31 辻　　　伸　敏

32 髙　橋　一　朗

33 田　辺　隆一郎

　　「第１５条第４項」：協議会に参加することができる者（事業実施者、認定地域関係者、市）

交通事業者

東日本旅客鉄道㈱　八王子営業統括センター八王子駅　駅長

西東京バス㈱　代表取締役社長

観　光 公益社団法人八王子観光コンベンション協会　会長

交通管理者 警視庁八王子警察署　署長

　　「第１５条第８項」：協議会に協力を求められる者（法定外構成員）

地域住民
八王子市町会自治会連合会　会長

八王子市町会自治会連合会　副会長

地域経済
多摩信用金庫　常任理事

西武信用金庫　理事長

法第１５条第８項関係

学識経験者 八王子市中心市街地活性化協議会　前会長

※法令根拠について（中心市街地活性化法）

　　「第１５条第１項」：協議会を組織する者（経済活力向上と都市機能増進の両者が共同で組織）

㈱JR中央線コミュニティデザイン　代表取締役社長

京王八王子ショッピングセンター　

八王子オーパ　ゼネラルマネージャー

㈱リオ・モールマネジメント　八王子オクトーレ　総支配人

八王子市タクシー合同営業運営委員会　副会長

道路管理者
国土交通省相武国道事務所　事務所長

東京都南多摩西部建設事務所　事務所長

法第１５条第４項関係

事業実施者 活性化事業実施者

市

八王子市　副市長

八王子市　産業振興部長　

八王子市　都市計画部長

八王子市　拠点整備部総合調整補佐官

八王子市　拠点整備部長

八王子市　道路交通部長

商業者

西放射線通り商店街振興組合　理事長

八日町商店街振興組合　理事長

第２期　八王子市中心市街地活性化協議会構成員名簿

根拠条文 区分 構成員

法第１５条第１項関係

地域経済

八王子商工会議所　会　頭

八王子商工会議所　副会頭

八王子商工会議所　特別顧問

八王子商工会議所　専務理事

八王子商工会議所　常務理事

都市機能
一般財団法人八王子市まちづくり公社　理事長

一般財団法人八王子市まちづくり公社　常務理事


